
改正健康増進法・都条例について 



～ 健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の概要～  

都内における受動喫煙防止対策  –目的・趣旨- 

 

受動喫煙の防止を図るため、 
 

① 多数の者が利用する施設（※）等を区分けして、一定の場所を除き喫煙を禁止する 
② 施設の管理について権原を有する者が講ずべき措置を定める 
 
 

【基本的な考え方】 
 

 ● 屋内において、意図せず受動喫煙にあう状況に置かれることのないようにする 
 

 ● 子供など20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、 
   子供・患者等による利用がメインとなる施設について、対策を一層徹底する 
 

 ● 施設利用者の違い等に応じて施設を類型化し、類型ごとに必要な対策を講じる 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

規制の目的・趣旨 

東京都では、誰もが快適に過ごせる街を実現するため、 
法律に上乗せ・横出しをする「人」に着目した都独自の新しいルールを制定 

 

受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員や健康影響を受けやすい子供を守る 

※ 複数人（２人以上）が利用する施設のこと。 
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○ 都民は、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、理解を深め、他人に 
  受動喫煙をさせないよう努める 
○ 都民は、東京都の行う受動喫煙防止の取組に協力するよう努める 

都内における受動喫煙防止対策  -責務・配慮義務- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

責務 

都の責務 

 
○ 喫煙者は、喫煙をする際は、周りの状況に配慮しなければならない 
 

○ 施設の管理権原者（※）やその他管理者は、施設内に喫煙場所を置く際は、受動喫煙が起こること 
  のないよう配慮しなければならない 

配慮義務 

※ 所有者等の、施設等の設備改修等を適法に行うことができる権原を有する者のこと。 

○ 総合的な施策を策定し、実施する 
○ 受動喫煙に関する啓発・教育を行う 
○ 受動喫煙を防止するための措置を総合的・効果的に推進する 
○ 受動喫煙対策を推進するため、関係者と相互に連携を図りながら協力する 

○ 受動喫煙を防止するための措置を総合的・効果的に推進する 
○ 受動喫煙対策を推進するため、関係者と相互に連携を図りながら協力する 

○ 子供の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努める 

区市町村の 
責務 

都民の責務 

保護者の責務 

都条例による規定 
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都内における受動喫煙防止対策  –施設区分- 

 
○ 学校、病院、児童福祉施設など 
  受動喫煙により健康を損なうおそれが 
  高い者が主として利用する施設 
○ 行政機関の庁舎 
 
 
 
 
 

① 第一種施設 
 
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及
び喫煙目的施設以外の施設 
 
 
 
 
 
 
 

② 第二種施設 

 
喫煙をする場所を提供することがメインとなる
施設 
 

☞ シガーバー、たばこ販売店、屋内公衆喫煙所 
  の３種類 
 
 
 
 

 

③ 喫煙目的施設 
 
○ 人の居住の用に供する場所 
○ ホテルや旅館の客室    など 
 

☞ 責務規定・配慮義務を除いたその他の規制  
  （次頁以降説明する規制）は適用除外  
 
 
 

 
 

④ プライベート空間 
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都内における受動喫煙防止対策  –第一種施設- 

 

【学校等に含まれるもの】 
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等
学校、高等専門学校、特別支援学校 など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

学校等 

屋内における規制 
 

屋内にはいかなる喫煙所も設けてはいけない 
 

屋内完全禁煙 

 

【医療機関・役所に含まれるもの】 
○ 病院、診療所、助産所、薬局、施術所 
○ 行政機関の庁舎（事務を行う場所に限る） 

○ 児童福祉施設 
○ 大学、短大、専門学校   など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療機関・役所・その他 

屋外における規制 
 

屋外に喫煙所を設けないよう努める 
 

屋外喫煙場所設置不可 

屋内における規制 
 

屋内にはいかなる喫煙所も設けてはいけない 
 

屋内完全禁煙 

屋外における規制 

一定の要件を満たした喫煙所のみ設置可 
 
 要件① 禁煙区域と区画されている 
 要件② 喫煙可の標識がある 
 要件③ 施設の利用者が通常立ち入らない 
 

都条例による規定 

屋外喫煙場所設置不可 
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都内における受動喫煙防止対策  –第二種施設- 

 

【飲食店・事務所・その他に含まれるもの】 
老人福祉施設、運動施設、ホテル、 
事務所(事業所)、飲食店(右記以外) など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飲食店・事務所・その他 
 

【特例措置のある飲食店の要件】 
○ 2020年４月現在、既に営業している 
○ 中小企業又は個人が経営している 
○ 客席面積が100㎡以下である 
○ 従業員がいない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特例措置のある飲食店 

※１ 施設の一部に設置された、専ら喫煙をするための部屋（飲食不可）。標識掲示・たばこの煙の流出防止のための技術的基準を満たす必要有 
※２ 加熱式たばこのみ喫煙可能な、施設の一部に設置された、喫煙をするための部屋（飲食可）。標識掲示・技術的基準を満たす必要有 
※３ 施設内部の全部又は一部に設置された、喫煙をするための部屋（飲食可）。標識掲示・技術的基準を満たす必要有 
 ★   飲食店においては、全面禁煙の場合であっても都条例により、標識の掲示義務が課される 

都条例による規定 
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都内における受動喫煙防止対策  –喫煙目的施設- 

 

（参考）喫煙目的施設定義 
 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用するものに対して、喫煙をする 
 場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすもの 
 

【喫煙目的施設に含まれるもの】 
 ① 屋内公衆喫煙所 
 ② 喫煙を主目的とするバー、スナック等 
   ※ たばこの対面販売（出張販売を含む）をしており、設備を設けて客に飲食をさせる営業 
    （「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く）を行うものであること 

 ③ 店内で喫煙可能なたばこ販売店 
   ※ たばこ又は喫煙器具の販売をしており（たばこについては対面販売に限る）、設備を設けて 
     客に飲食をさせる営業を行っていないこと 
 
 

 
 
 
 
 

喫煙目的施設 

屋内における規制（規制は屋内のみ） 

喫煙目的室（※）において喫煙可能 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 施設内部の全部又は一部に設置された、喫煙をするための部屋（シガーバーにおいてのみ飲食可）。標識掲示・技術的基準を満たす必要有 6 

https://2.bp.blogspot.com/-j9v4IZVzVDs/WqiiCa_xQuI/AAAAAAABK38/JP03Wz3CnUo_0fF-9aGKBgDNzGiave19ACLcBGAs/s800/party_tachinomi_men.png
https://2.bp.blogspot.com/-sc_ekhsS05g/UgsvGD4dEQI/AAAAAAAAXPY/VhNCf2uhVis/s800/kitsuenjo_mark.png


都内における受動喫煙防止対策  –喫煙室の技術的基準- 

【注】 法律・条例の全面施行時（2020年4月1日）に既に存在している建物であって、管理者の責めに 
    帰すことができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、上記技術的基準に 
    一定の経過措置が設けられている。 

 

 喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室共通 
 
 ① 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が０．２ｍ/秒以上 
 

 ② たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されている 
 

 ③ たばこの煙が屋外又は外部に排気されている 
 
 ※ 施設内が複数階に分かれている場合には、フロア分煙をする(上階を喫煙フロアとする)ことが可能 
 ※ 屋内全てを喫煙可とする飲食店（既存小規模店）は、②の要件のみ満たす必要がある 

喫煙所の技術的基準 
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都内における受動喫煙防止対策  –罰則・施行期日- 

 

 指導・助言等に従わないなど悪質な場合は、違反者に対して罰則を適用 
 

（例）○ 喫煙禁止場所において喫煙した場合【全ての者が対象】 
   ○ 喫煙禁止場所に喫煙器具・設備等を設置していた場合【施設管理者が対象】 
   ○ 喫煙室の基準を満たしていない場合【施設管理者が対象】     など 
 

違反者への罰則 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施行期日 

2019年1月1日 
 
✔ 都・都民・保護者の責務 

2019年９月1日までの間の 
規則で定める日 
 

✔ 学校等の屋外喫煙場所 
   設置不可 
✔ 飲食店の店頭表示義務化 

2019年1月24日 
 
✔ 国・自治体の責務 
✔ 配慮義務 

2019年7月1日 
 
✔ 第一種施設に関する規定  2020年4月1日 

   

 ✔ 全面施行 
 

法
律
事
項 

条
例
事
項 
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（参考）相談について ※平成31年度継続予定 

 

 ◇ 電話・来所相談 
  ・月～金（祝祭日等除く） 午前９時～午後５時45分まで 
  ・電話相談 0570-069690／来所相談 ＠保健政策部健康推進課（都庁第一本庁舎29階） 
 

 ◇ AIチャットボットサービス 
  ・ホームページ上のチャット画面にて質問を入力するとAIが自動で回答 
  ・とうきょう健康ステーション「東京都受動喫煙防止条例」のページにて実施 
  ・24時間365日の対応が可能 
 

 ◇ 受動喫煙防止対策専門アドバイザー 
  ・喫煙場所の設置等に関する相談を労働衛生コンサルタントが対応。実地派遣も実施 

受動喫煙防止対策相談窓口 

 
  詳細は別紙のとおり 
 

 中小飲食店等向け経営相談・喫煙専用室設置補助  

 

 ◇ 内容   ・中小企業事業主を対象とした、喫煙室や閉鎖系屋外喫煙場所の設置改修費用の助成 
        ・飲食店を営んでいる場合は助成率2/3、その他は1/2（上限100万円） 
 

 ◇ 問合せ先 ・東京労働局雇用環境・均等部企画課（雇用環境・均等室） 03-6893-1100 

【厚労省】受動喫煙防止対策助成金 
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